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令和８年度　地域文化財総合活用推進事業（地域伝統行事・民俗芸能等）　

募集案内について 

 

この案内は、文化庁の令和８年度募集案内の公開に先立ち、令和７年度の募集案内に基づいて

います。ご検討の際は、文化庁の募集案内をご覧いただき、補助事業の対象範囲や注意事項を把

握した上でご相談ください。 

補助金の交付申請にあたっては、令和７年度の募集案内に基づき取り組んでいただきますので、

この内容から変更が生じる場合があります。あらかじめご了承の上、ご検討ください。 

 

 

　下記に掲げる文化遺産のうち、地域に古くから継承されている当該地域に固有の文化遺産に限る。 

①雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能 

②有形及び無形の文化財並びにその保存技術 

③地域固有の伝統芸能及び民俗芸能（地域の人々によって行われる民俗的な芸能） 

 

 

　採択通知の日から令和９年３月３１日までの間で補助事業者が設定した期間 

 

 

補助対象経費の８５％までの補助とします。ただし、この補助率は上限であって応募状況や国の予

算の編成状況等により引き下げられることがあります（令和 7 年度は約 69％の補助でした）。補助対

象外経費も含めた自己負担について、あらかじめご了承の上、応募してください。 

補助事業に係る支出及び収入は、事業実施団体名（規約または定款に基づく名称）の口座及び

帳簿を作成して管理を行うことが必要です。経費の執行は、銀行振込になります。補助金は、原則、

補助事業完了後、実績報告をもとに文化庁において内容を審査し、補助金の額を確定した後、文化

庁から支払われます。補助金が支払われるまでは、経費を立て替える必要があります。 

 

 

（１）用具等整備事業（山車の修理等を行う取組） 

地域の民俗芸能や伝統行事に用いる用具等を修理・新調し、修理現場の公開や、後継者養成も

行う取組 

①修理は、１実施計画当たり１年度につき１，０００万円（税込み）を上限に補助対象経費（交付要

望額と自己負担額を合計した額）とする。 

②新調は、１点当たり１０万円（税込み）を補助金の上限とするので、超過分は自己負担等とするこ

と。（復元新調は新調とみなすこととする。ただし、山車等に係る祭礼幕や提灯等の一部の復元新

調は修理に含む。） 

③修理・新調の対象は、実行委員会等又はその構成団体の所有物に限る。 

④現在使用されている用具の長年の使用による経年劣化等を原因とする修理・新調が対象。 

１．補助対象となる文化遺産の範囲

２．補助金交付の対象となる事業期間

３．補助金の額及び補助金の支払時期・方法

４．補助対象事業
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⑤古くから継承されてきた仕様に基づく修理・新調に限る。特に、用具の修理については、可能な

範囲で部材を活かすよう心掛けること。仕様内容は、学識経験者等の専門家の指導を踏まえるこ

ととし、当該指導内容を書面で提出すること。 

⑥地方指定文化財の用具を修理・新調する場合は、文化財の価値に変容が生じないよう仕様を

策定し、指定者の許可を得ること。 

（２）後継者養成事業（保存会会員を対象とした技術錬磨等を行う取組） 

地域の伝統行事保存会における会員等の練習 

（３）記録作成・情報整備事業（記録の作成・発信やライブ配信等を行う取組） 

伝統行事等の継承に用いるための記録映像の作成、開催当日のオンライン配信等の取組 

 

 

ここに記載のないものでも、本補助事業の趣旨・要項等に沿わない事業は補助対象外です。 

①残存部の割合が低く、かつ残存部の重要度が低い山車等用具の修理 

②経年劣化でなく通常使用の範囲で発生する破損等の修理（故意又は過失による破損等）（例：

地車の駒の旋盤は対象外） 

③山車そのものの歴史は古いが、もともと当該地域に継承されていない来歴の浅い山車の修理 

④用具は古いが、その用具が用いられる無形民俗文化財が新しいものである場合の修理・新調 

⑤古くから継承されている無形民俗文化財において、新しく導入した用具の修理・新調（例：色やデ

ザインが年々変わるものは対象外） 

⑥もともと継承されていない新たな装飾物の追加、最新の素材を使用した部材への変更、電飾の

設置（ＬＥＤ化を含む。）など、歴史性を無視した修理や、もともとないものの新調 

⑦不動産関係の新設や修繕 

⑧用具の保存箱やケース類、カバー類の修理・新調（例：地車の雨カバーは対象外） 

⑨準備時のみまたは練習時にのみ使用する用具等の修理・新調 

 

 

①補助を受けようとする同一内容の事業について、「文化庁が実施する他の補助事業（例：地域文

化財総合活用推進事業（地域文化遺産）、伝統文化親子教室事業）」、「独立行政法人日本芸

術文化振興会が実施する助成事業」、そのほか国が実施する他の補助事業と重複して補助を受

けることはできません。 

②実行委員会等及び構成団体又はその構成員等に対して給与・報償費等を支払うこと、その他の

発注を行うことは、補助の対象となりません。（内部支出の禁止） 

③応募書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。 

④交付申請後、事業内容を大幅に変更、または、事業実施を中止することが無いよう、団体内で

十分に協議のうえ、応募してください。 

⑤令和９年度以降の事業継続については未定です。 

以上

５．補助対象とならない取組の事例（過去に不採択となった取組の具体例の一例）

６．その他の留意事項


